
第３節 事業者の役割 

（安全を確保するための計画及び事業継続計画） 

第19条 事業者は、災害時における来所者、従業員等の安全を確保するための計画及び事業を継続

するための計画（以下「事業継続計画」という。）を作成するよう努めるとともに、防災訓練及

び研修等を積極的に行うよう努めるものとする。 

（災害時における事業継続等） 

第20条 事業者は、事業継続計画に基づき、災害時において、事業を継続し、又は中断した事業を

速やかに再開することができる体制を整備するよう努めるものとする。 

（建築物の耐震性の確保等） 

第21条 事業者は、あらかじめ、その所有し、占有し、又は管理する建築物及び工作物等の耐震性

又は耐火性を確保するよう努めるとともに、応急的な措置に必要な資機材、食料、飲料水、医薬

品等を確保するよう努めるものとする。 

（地域への協力） 

第22条 事業者は、その所有し、占有し、又は管理する施設の指定緊急避難場所（法第49条の４第

１項に規定する指定緊急避難場所をいう。以下同じ。）及び指定避難所（法第49条の７第１項に

規定する指定避難所をいう。以下同じ。）としての提供その他の地域の防災対策について、地域

住民及び自主防災組織等に積極的に協力するよう努めるとともに、これらの者が行う防災活動に

参加するよう努めるものとする。 


